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バラ

日本の祝日を定めている「国民の祝日に関する
法律」によれば、「その前日及び翌日が国民の祝日である日（国民の祝日でない日に限る）
は、休日とする」と定めています。暦の関係で本年9月がこれに該当し、21日の敬老の日
（9月の第3月曜日）と23日の秋分の日（秋分日）に挟まれた22日が休日になっています。

国民の祝日に挟まれた日は「休日」

国　税／8月分源泉所得税の納付 9月10日

国　税／7月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

9月30日

国　税／1月決算法人の中間申告 9月30日

国　税／10月、1月、4月決算法人の消費税等の中間申告

（年3回の場合） 9月30日

（長月）September

21日・敬老の日　22日・国民の休日
23日・秋分の日

9月

ワン
ポイント

◆ 9月の税務と労務

日 月 火 水 木 金 土
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多
く
の
株
式
会
社
で
は
、
決
算
公

告
を
官
報
で
行
う
と
定
款
に
記
載
し

て
あ
り
ま
す
。
で
は
、
決
算
公
告
に

は
ど
の
よ
う
な
方
法
と
手
続
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
決
算
公
告

を
し
な
い
こ
と
に
よ
る
罰
則
は
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

決
算
公
告
の
方
法

ま
ず
、
す
べ
て
の
株
式
会
社
は
決

算
公
告
を
行
う
義
務
を
負
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
く
だ
さ
い
。

例
外
的
に
、
証
券
取
引
法
の
規
定
に

よ
り
、
有
価
証
券
報
告
書
を
提
出
し

て
い
る
株
式
会
社
に
は
決
算
公
告
の

義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
有

価
証
券
報
告
書
を
提
出
し
て
い
る
の

で
、
あ
ら
た
め
て
決
算
公
告
は
行
わ

な
く
て
よ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
規

模
の
大
小
に
関
係
な
く
、
決
算
公
告

は
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

な
お
、
有
限
会
社
（
特
例
有
限
会

社
）
、
お
よ
び
持
分
会
社
（
合
名
会

社
・
合
資
会
社
・
合
同
会
社
）
に
は

決
算
公
告
の
義
務
は
あ
り
ま
せ
ん
。

決
算
公
告
は
、
以
下
の
三
つ
の
方

法
か
ら
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
　
官
報
に
掲
載
す
る
方
法

②

時
事
に
関
す
る
事
項
を
掲
載

す
る
日
刊
新
聞
紙
に
掲
載
す
る

方
法

③

電
子
公
告
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）

に
よ
り
掲
載
す
る
方
法

決
算
公
告
の
方
法
は
定
款
に
記
載

し
て
い
ま
す
が
、
定
款
に
記
載
が
な

い
場
合
は
、
自
動
的
に
官
報
に
よ
る

公
告
を
選
択
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

ま
す
。

な
お
、
官
報
・
日
刊
新
聞
紙
を
選

択
し
た
場
合
は
要
旨
の
み
、
つ
ま
り

貸
借
対
照
表
（
大
会
社
の
場
合
は
貸

借
対
照
表
と
損
益
計
算
書
）
の
ま
と

め
た
も
の
を
掲
載
す
れ
ば
よ
い
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
電
子
公
告
（
つ

ま
り
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
の
掲
載
を
選

択
し
た
場
合
は
、
全
文
を
掲
載
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
全
文
を
公
開

し
た
く
な
い
場
合
は
、
日
刊
新
聞
紙

よ
り
費
用
が
安
い
官
報
が
、
ほ
と
ん

ど
の
会
社
で
は
現
実
的
な
選
択
肢
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

決
算
公
告
を
怠
っ
た
場
合
の
罰
則

決
算
公
告
を
怠
っ
た
場
合
は
行
政

罰
と
し
て
「
一
〇
〇
万
円
以
下
の
過

料
に
処
す
」
と
会
社
法
第
九
七
六
条

第
二
項
第
二
号
に
定
め
ら
れ
て
い
ま

す
。ち

な
み
に
、
こ
の
行
政
罰
は
会
社

に
対
し
て
で
は
な
く
、
違
反
者
個
人

に
課
せ
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
違
反
者
で
あ
る
代
表
取
締

役
個
人
が
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
当

然
罰
金
は
会
社
負
担
で
は
な
く
、
個

人
が
支
払
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。官

報
へ
の
決
算
公
告
掲
載
方
法

官
報
と
は
、
独
立
行
政
法
人
国
立

印
刷
局
か
ら
、
行
政
機
関
の
休
日
を

除
い
て
毎
日
発
行
さ
れ
て
い
る
新
聞

の
よ
う
な
も
の
で
す
。
法
令
の
公
布

は
、
官
報
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
ま

す
。決

算
公
告
を
官
報
に
掲
載
す
る
に

は
、
最
寄
り

の
官
報
販
売

所
に
直
接
掲

載
の
申
し
込

み
を
す
る

か
、
官
報
の

ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
経
由
で
申

し
込
む
こ
と

に
な
り
ま

す
。官

報
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ

に
は
、
申
し

込
み
に
関
す

る
詳
細
な
手

続
き
や
、
料

金
表
、
原
稿
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の
ひ
な
形
も
用
意
さ
れ
て
お
り
、
手

軽
に
掲
載
の
申
し
込
み
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
お
勧
め
で

す
。
特
に
ひ
な
形
は
た
い
へ
ん
便
利

で
、
会
社
名
や
数
値
を
書
き
換
え
る

だ
け
で
原
稿
が
で
き
上
が
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
初
め
て
の
方
で
も
簡
単
に

作
れ
る
で
し
ょ
う
。

掲
載
料
金
に
関
し
て
は
前
頁
の
表

の
と
お
り
で
す
が
、
全
国
一
律
の
価

格
に
な
っ
て
お
り
、
掲
載
さ
れ
る
面

積
（
枠
）
の
大
き
さ
で
変
わ
っ
て
き

ま
す
。
決
算
公
告
の
場
合
は
、
最
低

二
枠
か
ら
に
な
り
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
決
算
公
告

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
の
決
算
公
告

（
電
子
公
告
）
を
選
択
し
た
場
合
は
、

貸
借
対
照
表
（
大
会
社
の
場
合
は
加

え
て
損
益
計
算
書
）
の
全
文
の
記
載

が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
を
法
務
局
に

登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
五
年
間

は
ず
っ
と
掲
載
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
な
ど
の
制
約
が
あ
り
ま
す
。

電
子
公
告
を
行
う
メ
リ
ッ
ト

電
子
公
告
を
行
う
最
大
の
メ
リ
ッ

ト
は
コ
ス
ト
で
し
ょ
う
。
全
国
紙
で

公
告
し
た
場
合
は
最
低
で
も
五
〇
万

円
以
上
、
官
報
に
掲
載
し
た
場
合
で

も
六
万
円
弱
は
か
か
り
ま
す
。
そ
の

点
、
自
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
す
で

に
も
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ほ
と

ん
ど
〇
円
で
決
算
公
告
を
行
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
取
引
先
の
信
頼
を
得
や
す

い
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
も
あ
る
で
し
ょ

う
。
電
子
公
告
を
掲
載
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
取
引
先
は
あ
な
た
の
会
社

の
財
務
状
況
を
い
つ
で
も
閲
覧
で
き

ま
す
。
積
極
的
な
情
報
開
示
の
姿
勢

は
、
信
頼
関
係
構
築
に
役
立
つ
こ
と

で
し
ょ
う
。

電
子
公
告
を
行
う
際
の
留
意
点

電
子
公
告
を
行
う
場
合
の
留
意
点

は
、
以
下
の
と
お
り
で
す
。

a

決
算
書
類
の
全
文
掲
載
が
必
要

日
刊
紙
や
官
報
で
決
算
公
告
を
行

う
場
合
は
、
貸
借
対
照
表
（
大
会
社

は
加
え
て
損
益
計
算
書
）
の
要
旨
の

み
掲
載
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
。

し
か
し
、
電
子
公
告
の
場
合
は
、

要
旨
で
は
な
く
全
文
を
掲
載
す
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
つ
ま
り
、
貸
借
対

照
表
の
細
か
な
科
目
に
至
る
ま
で
公

開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。

s

Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
登
記
が
必
要

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
（
Ｕ

Ｒ
Ｌ
）
の
登
記
が
必
要
と
な
り
ま
す

が
、
定
款
に
公
告
を
行
う
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を

記
載
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
定
款
に
は
不
測
の
事
態
で
電
子

公
告
が
で
き
な
い
場
合
の
公
告
方
法

を
記
載
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

定
款
と
は
別
に
、
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
法
務

局
に
登
記
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

も
し
、
公
告
を
行
う
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
変

更
す
る
場
合
に
は
、
法
務
局
に
出
向

い
て
変
更
登
記
の
手
続
き
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

d

五
年
間
の
掲
載

厳
密
に
言
い
ま
す
と
、
計
算
書
類

承
認
後
五
年
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
、

決
算
公
告
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ち
な
み
に
決
算
公
告
以
外
の
公
告

を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
場
合

に
は
、
調
査
機
関
の
調
査
が
必
要
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
の
掲
載
の
場
合
は
改
ざ
ん
が
簡
単

に
行
え
る
た
め
、
正
当
な
公
告
か
ど

う
か
を
調
べ
る
た
め
で
す
。
当
然
調

査
に
は
費
用
も
か
か
り
ま
す
。

決
算
公
告
以
外
を
行
わ
な
い
の
で

あ
れ
ば
問
題
あ
り
ま
せ
ん
が
、
合
併

な
ど
決
算
公
告
以
外
の
公
告
を
行
う

必
要
が
出
て
き
た
場
合
は
、
注
意
が

必
要
で
す
。

電
子
公
告
を
行
う
際
の
手
順

a

公
告
を
行
う
Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
取
得

決
算
公
告
を
掲
載
す
る
Ｕ
Ｒ
Ｌ
は
、

自
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
な
く
て
も

か
ま
い
ま
せ
ん
。
新
た
に
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を

取
得
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
あ

ら
か
じ
め
取
得
し
て
お
き
ま
す
。

s

定
款
の
変
更

電
子
公
告
を
行
う
場
合
に
は
、
定

款
に
そ
の
旨
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

今
ま
で
別
の
方
法
で
公
告
を
行
っ

て
い
た
会
社
の
場
合
は
、
公
告
方
法

の
個
所
を
修
正
し
た
う
え
で
、
定
款

変
更
の
手
続
き
（
株
主
総
会
の
特
別

決
議
が
必
要
）
が
必
要
で
す
。

d

Ｕ
Ｒ
Ｌ
の
登
記

設
立
登
記
の
際
に
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
届
け

出
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

既
存
の
会
社
（
つ
ま
り
定
款
を
変

更
し
た
会
社
）
の
場
合
は
別
途
、
法

務
局
に
出
向
い
て
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
登
記
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
定

款
変
更
後
二
週
間
以
内
に
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
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「ニーズへの気づき」に
結びつける商品

商品の良さが消費者に伝わるのかどうか
には「量のハードル」と「質のハードル」
の２つのハードルがあるといわれます。
「量のハードル」とは、あなたの伝えた

いこと以外の、消費者に襲いかかる大量の
情報とどう闘うのか、ということです。こ
れだけ情報が溢れかえってしまった時代、
あなたの伝えたい商品の情報は消費者が受
け取る情報総量の何千分の一、ひょっとす
ると何万分の一にしか過ぎません。たとえ
ば、昔はせいぜい10人程度の参加者で仲よ
くやっていたテニス大会が、今は１万人が
参加する巨大な大会になってしまったよう
なものです。
もう一つの「質のハードル」とは、あな

たの伝えたいことの「中身」を見る目が厳
しくなっているということです。
いまや、「やっかいな量と質のハードル」

によって、そもそもの「その商品を買うべ
き理由」から与えてあげなければならない
時代になっています。なぜその商品が必要
かという「ニーズへの気づき」が必要なの
です。消費者の中に「気づき」が生まれた
のなら、商品をその「気づき」とうまく結
びつけられなければなりません。
最も消費者に説明することに成功した例

として「ピロリ菌とLG21乳酸菌入りヨー
グルト」があります。「ピロリ菌という胃
の壁を傷つける細菌が発見され、実は日本
人の50％が感染しています。胃潰瘍や胃炎
の原因になるから、除菌すべし」という売
るための空気、すなわち世論ができました。
これにより消費者は、新たな「問題」に

気づくことになりました。そこで、「LG21
乳酸菌入りヨーグルト」が登場します。こ
の商品は、「これで毎日の生活の中でピロ
リ菌対策ができる」などを訴えて、ピロリ
菌の解決策として広く認知されました。そ
の結果、大ヒット商品となったのです。
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銀
行
守
秘
義
務

ス
イ
ス
が
小
国
な
が
ら
世
界
有
数

の
豊
か
さ
を
誇
っ
て
き
た
の
は
、
顧

客
の
情
報
を
第
三
者
に
漏
ら
し
て
は

い
け
な
い
、
と
い
う
銀
行
守
秘
義
務

に
よ
る
金
融
業
の
隆
盛
に
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ

う
。
銀
行
守
秘
義
務
は
、
ス
イ
ス
で

は
法
律
に
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
見
当
た
り
前
の
よ
う
で
す
が
、

そ
の
第
三
者
に
「
税
務
当
局
」
も
含

ま
れ
る
と
こ
ろ
が
銀
行
守
秘
義
務
の

本
質
で
す
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
人
が
ス

イ
ス
に
口
座
を
開
き
、
脱
税
し
た
無

申
告
の
資
金
を
持
ち
込
ん
だ
と
し
ま

す
。
ド
イ
ツ
の
税
務
当
局
が
脱
税
を

摘
発
し
よ
う
と
、
ス
イ
ス
の
銀
行
に

口
座
の
照
会
を
し
て
も
、
銀
行
は
一

切
答
え
ま
せ
ん
。

今
年
三
月
、
ス
イ
ス
の
大
統
領
を

兼
務
す
る
メ
ル
ツ
財
務
相
が
記
者
会

見
を
開
き
、
銀
行
守
秘
義
務
を
緩
和

す
る
と
発
表
し
た
と
こ
ろ
、
ス
イ
ス

の
銀
行
か
ら
外
国
人
の
資
金
が
逃
げ

始
め
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

企業の本質

企業の本質は「何を作るか、提供する
か」ではなく、「人をどう動かすか」にか
かっています。先端技術をものにしたい
のはどの国も一緒です。「何をやりたいか」
だけでなく「何なら勝てるか」という冷
徹な戦略観も持たねばなりません。産業
は現場の集合体であり、一国において新
技術から新産業が成るかどうかは現場力
次第であるともいえます。
さらに言えば、「良い設計」の対象は製

品とは限らない、工程、作業場、売り場、
ビジネスモデル、組織など、すべての人
工物を含む概念です。
地道な現場改善は、それ自体が新設計

です。それらを含め、日本中、あらゆる
地域に「良い設計・良い流れ」を引っ張
ってくることができます。貿易財の現場
がそれを牽引し、やがてはサービス業な
ど非貿易財にも、「良い設計・良い流れ」
の波が拡がっていくことでしょう。


